
文化財を文化財を ““守る守る”” ““育てる育てる”” ““つなげるつなげる””

静岡県文化・観光部文化局（文化財課）

特に価値の高いもの国宝重要文化財

登録有形文化財 保存と活用が必要なもの

有形文化財

文
化
財

建造物・美術工芸品

無形文化財
演劇、音楽、工芸技術

重要無形文化財

民俗文化財
衣食住・生業・信仰

等の風俗習慣、民俗

芸能・技術

重要有形民俗文化財

重要無形民俗文化財

記念物 史跡 特別史跡 特に重要なもの

名勝

天然記念物 特別天然記念物

文化的景観

文化財の保存技術埋蔵文化財

特別名勝遺跡・名勝地・

動植物・地質鉱物

伝統的建造物群

重要文化的景観 景観地（棚田・里山・水路等）

重要伝統的建造物群保存地区 城下町・宿場町・農漁村等

登録記念物 保存と活用が必要なもの

記録作成等の措置を構ずべき無形文化財

登録有形民俗文化財

記録作成等の措置を構ずべき無形民俗文化財

指定

登録

選択

選定

文化財の様々な種類 文化財を “守る” “育てる” “つなげる”

我が国の歴史や文化の正しい理解のために欠くことのできない貴重な国民的財産

特に重要なもの

特に重要なもの



国宝、特別史跡名勝天然記念物

木造毘沙門天立像

久能山東照宮 本殿

狩宿の下馬ザクラ

文化財を “守る” “育てる” “つなげる”

種別 名 称 所有者

絵画 紙本金地著色紅白梅図〈尾形光琳筆/二

曲屏風〉 １双

世界救世教

（ＭＯＡ美術館）

古文書 聖武天皇勅書〈天平感宝元年閏廿日〉 １

巻

平田寺

工芸 太刀〈銘真恒/〉附糸巻太刀拵 １口 久能山東照宮

色絵藤花文茶壷〈仁清作/〉 １口 世界救世教

（ＭＯＡ美術館）

梅蒔絵手箱 １具 三嶋大社

(東京国立博物館)

太刀〈銘一〉 １口 株式会社マキリ

薙刀〈銘備前国長船住人長光造〉 １口 佐野美術館

書跡 法華経〈（久能寺経）/〉 19巻 鉄舟禅寺

(東京国立博物館)

手鑑「翰墨城」（三百十一葉） １帖 世界救世教

（ＭＯＡ美術館）

彫刻 木造阿弥陀如来坐像 運慶作 １躯

木造不動明王及二童子立像 運慶作 ３躯

木造毘沙門天立像 運慶作 １躯

附木造五輪塔形木札 ４枚

願成就院

建造物 久能山東照宮 本殿・石の間・拝殿 久能山東照宮

国宝一覧 11件 特別史跡名勝天然記念物一覧 ６件

種別 名 称 所有者

特別史跡 遠江国分寺跡 磐田市

登呂遺跡 静岡市

新居関跡 湖西市

特別名勝 富士山 富士宮市ほか

特別天然

記念物

狩宿の下馬ザクラ １本 富士宮市

湧玉池 富士宮市

国・県指定文化財等の保存

や修理等に対して補助

楼門彫刻の修理（静岡浅間神社）

取組１ 文化財の指定と助成 文化財を “守る” “育てる” “つなげる”

種 別 件数

国指定文化財保存修理等 30件

埋蔵文化財発掘調査等 ９件

県指定文化財保存修理等 10件

国指定文化財管理費 22件

県指定文化財管理費 15件
平成30年度指定

黒漆塗瓜文鞍
（県埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ）

平成30年度指定 木造金剛力士立像 ２躯 （静岡市霊山寺）

・県指定 価値の高い文化財を調査し、

県指定文化財として指定
・助 成

令和元年度補助事業件数（９月現在）

県文化財課では、考古学等に精通した埋蔵文化財専門員が中心となって、

文化財の県指定に向けた調査や保存・修理等の指導を行っている

令和元年９月現在の指定件数は550件

指定候補・重要文化財の調査（旧石器の調査、石丁場の調査） 整備の指導（新居関跡）



・⽂化財等救済ネットワーク

取組２ 文化財救済体制の整備 文化財を “守る” “育てる” “つなげる”

災害時における文化財の被害報

告や応急措置を行うボランティア

396名を登録し、研修等を実施

万一の災害時に被災した文化

財を救済するために、県内大学

研究室、博物館、ＮＰＯ等59団

体で構成する連携組織

・⽂化財等救済⽀援員

文化財建造物の耐震予備診断、災害時における応急措置を行う

人材（建築士）99名を登録し、研修等を実施

・⽂化財建造物監理⼠ 文化財等救済支援員ステップアップ講座

文化財被災状況把握訓練（バイクボランティア）

しずおか⽂化財ウィーク
11月を中心に県内各地で文化財に

関するイベントを集中的に開催

本年度は65事業が参加

・⽂化財クローズアップ （県主催事業）

特別史跡新居関跡（湖⻄市） 10⽉６⽇（⽇）
《特別⾒学会》 会場：新居関跡現地

● 見学案内と歴史を体感する関所改めの再現劇や

体験を企画

● 本年度から新たに物産市や郷土食「ぼくめし」

など地域の魅力を発信する取組も行う

《講演会》 会場：新居地域センター

● 建築史、歴史教育、観光施設とい

った様々な分野の講演や報告から、

新居関跡の魅力を新たに探る

取組３ 活用の推進 文化財を “守る” “育てる” “つなげる”

新居関跡

時代衣装でお出迎え

郷土食「ぼくめし」地元の物産市



・⽂化財保護法の⼀部改正
● 地域における文化財の総合的な

保存・活用が可能

県 の「文化財保存活用大綱」

市町の「文化財保存活用地域計画」

文化財所有者の「保存活用計画」

・社会背景の変化
● 過疎化、少子高齢化→文化財の担い手不足による滅失・散逸等が課題

● 一方、文化財が魅力ある地域資源として、観光やまちづくりへの活用

に期待が高まる

・本県の対応
● 令和元年度 「静岡県文化財保存活用大綱」を策定

● 令和２年度～ 県内市町の「文化財保存活用地域計画」作成を促進

文化財行政の転換 文化財を “守る” “育てる” “つなげる”

● 文化財保護審議会策定部会 年３回予定

７月18日 第１回開催

● 庁内会議 随時開催

７月10日 第１回開催

７月17日 作業部会開催

● タウンミーティング

９月18日 開催予定

● 市町説明会

９月９日 開催予定

● 以降、各会の意見等について検討のうえ作成し、３月に完成

《基本理念(案)》
「美しい “ふじのくに”の⽂化財」を県⺠総がかりで守り、
誰もが親しみながら、未来へつなぐ

静岡県文化財保存活用大綱の策定 文化財を “守る” “育てる” “つなげる”

第１回 文化財保護審議会策定部会

⽂化財の保存と活⽤に取り組むとともに、防災体制の整備や、
⽂化財の価値を未来につなげる⼈材育成に努めます。


